
いいえ

※別居の場合でも、生活費を送金しているなど、家計を同じくしていれば
生計同一に該当します

はい
いいえ

はい はい はい

いいえ

いいえ

はい はい はい

いいえ

いいえ

はい はい

※１　身体障害者等のご本人以外が運転する場合は、「自家用」に限り減免対象となります。
　　　自動車検査証に「事業用」と記載されている車両は、減免を受けることができません。

※２　身体障害者等を常時介護している方が運転する場合は、身体障害者等のみで構成される
　　　世帯（単身世帯を含む。）または身体障害者等と18歳未満の方のみで構成される世帯に
　　　限り減免対象となります。

【令和７年度４月改定分】

減免対象です

身体障害者等の軽自動車税（種別割）減免判定フローチャート

運転する方は下記のいずれかに該当しますか

軽自動車の所有者（※車検証の所有者欄に記載されている方）は
下記のいずれかに該当しますか

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳、戦傷病者手帳の
　いずれかを持っている方（＝本人所有）

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳、戦傷病者手帳の
　いずれかを持っている方と生計を一にしている方（＝生計同一者所有）

専ら身体障害者等
の通院、通所、
通学、生業その他
日常生活のために
使用していますか

身体障害者等と
生計が同一の方

※１

身体障害者等を常
時介護している方
※１　※２

障害の等級が
別紙１に

該当しますか

障害の等級が別紙２に該当しますか

専ら身体障害者等
の通院、通所、
通学、生業その他
日常生活のために
1年以上、継続し
て週3日以上程度
運転していますか

身体障害者等
ご本人 減

免
対
象
外
で
す
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